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病 院 局 管 理 規 程 

病院局医師修学資金貸与規程の一部を改正する管理規程をここに公布する。 

平成30年２月28日 

                              兵庫県病院事業管理者 長 嶋 達 也  

兵庫県病院局管理規程第１号 

病院局医師修学資金貸与規程の一部を改正する管理規程 

病院局医師修学資金貸与規程（平成17年兵庫県病院局管理規程第６号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「又は神経内科」を「、神経内科その他兵庫県病院事業管理者（以下「管理者」という。）が指定す

る診療科目」に改める。 

第２条第３号中「又は神経内科のいずれかの」を「、神経内科その他管理者が指定する」に改める。 

 第３条中「兵庫県病院事業管理者（以下「管理者」という。）」を「管理者」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成30年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の病院局医師修学資金貸与規程の規定は、この管理規程の施行の日以後に修学資金の貸与、返還猶

予及び返還免除を受ける者から適用し、同日前に修学資金を返還中及び返還済みの者には適用しない。 
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